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少
年
審
判
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
記
録
、
証
拠
物
の
閲
覧
、
謄
写
）

（
記
録
、
証
拠
物
の
閲
覧
、
謄
写
）

第
七
条

保
護
事

件
の
記

録
又
は

証
拠
物

は
、
法

第
五
条
の

二
第

第
七
条

（
上
記
に
同
じ
）

一
項

の
規

定
に

よ
る

場

合
又

は
当

該
記

録
若
し

く
は
証
拠

物
を

保
管

す
る

裁
判

所
の

許

可
を

受
け

た
場

合
を
除

い
て
は

、
閲
覧

又
は
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

付
添
人

（
法
第

六
条
の

三
の
規

定
に
よ
り

選
任
さ

れ
た
者
を

２

（
上
記
に
同
じ
）

除

く
。

以
下

同
じ

。
）

は
、

前

項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、
審

判

開
始

の
決

定

が
あ

つ
た

後
は

、
保

護
事
件

の
記
録

又
は
証

拠

物
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判

所
は
、

保
護
事

件
の
記

録
又
は

証
拠
物
に

、
閲
覧

さ
せ

（
新
設
）

る
こ

と
に

よ
り

人
の

身

体
若

し
く

は
財

産
に
害
を

加
え
若

し
く

は
人

を
畏

怖
さ

せ
若

し

く
は

困
惑

さ
せ

る
行
為

又
は
人

の
名
誉

若
し

く

は
社

会
生

活
の

平
穏

を
著

し
く

害
す
る

行
為
が

な
さ
れ

る
お

そ

れ
が

あ
る

事
項

が
記

載

さ
れ

又
は
記
録

さ
れ
て

い
る
部

分

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、

付
添

人
が
前

項
の
規
定

に
よ
り

当

該
記

録
又

は

証
拠

物
を

閲
覧

す
る

に
当
た

り
、
付

添
人
に

対

し

、

当

該

事

項

で

あ

つ

て

裁

判

所

が

指

定

す

る

も

の

に

つ

い

て

、
少

年
若

し

く
は

保
護

者
に

知
ら

せ
て

は
な
ら
な

い
旨
の

条

件
を

付
し

、
又

は
少

年
若

し
く

は

保
護

者
に
知
ら

せ
る
時

期
若

し
く

は
方

法
を

指
定

す

る
こ

と
が

で
き

る
。
た

だ
し
、
審

判
の

準
備

上
の

支
障

を
生

ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な
い
。

（参考資料１）
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４

裁
判
所
は

、
前
項

本
文
の
場

合
に
お

い
て
、

同
項
本

文
の
規

（
新
設
）

定
に

よ

る
措

置
に

よ
つ

て
は

同
項

本
文

に
規
定

す
る
行

為
を
防

止
で

き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

と

認
め

る
と
き
は

、
審
判

の
準
備

上

の
支

障
を

生
ず

る
お

そ
れ

が

あ
る

と
き
を

除
き
、
付

添
人
が

第

二
項

の
規

定
に

よ

り
当

該
記

録
又

は
証
拠

物
を
閲

覧
す
る

に

つ

い
て

、
こ

れ

ら
の

う
ち

前
項

本
文

に
規
定

す
る
部

分
で
あ

つ

て

裁

判

所

が

指

定

す

る

も

の

の

閲

覧

を

禁

じ

る

こ

と

が

で

き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
閲

覧
を

禁

じ
た
部
分

に
そ
の
人

の

氏
名

又
は

住
居

が
記

載

さ
れ

又
は

記
録

さ
れ
て

い
る
場
合

で
あ

つ
て

、
付

添
人

の
請

求

が
あ

る
と

き
は

、
付
添

人
に
対

し
、
氏

名
に

あ

つ
て

は
こ

れ
に

代
わ

る
呼

称
を

、
住
居

に
あ
つ

て
は
こ

れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

裁
判
所

は
、
第

三
項
の

規
定
に

よ
り
付

し
た
条
件

に
付
添

人

（
新
設
）

が

違
反

し
た

と

き
、

又
は

同
項

の
規

定
に
よ

る
時
期

若
し
く

は

方

法
の

指
定

に

付
添

人
が

従
わ

な
か

つ
た
と

き
は
、

弁
護
士

で

あ
る

付
添

人
に

つ
い

て
は

当
該

弁
護

士
の

所
属
す

る
弁
護
士

会

又
は

日
本

弁
護

士
連

合

会
に

通
知

し
、

適
当
な
処

置
を
と

る
べ

き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の

規
定
に

よ
る
請
求

を
受
け
た

者
は
、

そ
の
と

つ
た
処

（
新
設
）

置

を

そ

の

請

求

を

し

た

裁

判

所

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（

観
護

の
措

置

が
勾

留
と

み
な

さ
れ

る
場
合

の
告
知

等
・
法

第

（
観

護

の
措

置
が

勾
留

と
み

な
さ

れ
る

場
合
の

告
知
等
・

法
第

四
十
五
条
第
四
号
等
）

四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十

四
条
の
二

法
第

十
七
条

第
一
項

第
二
号

の
措
置
が

と
ら

第
二
十
四
条
の
二

（
上
記
に
同
じ
）

れ
て
い

る
事
件

に
つ
い
て

、
法
第

十
九
条

第
二
項

（
第
二

十
三

条
第
三

項
に
お

い
て
準

用
す
る

場
合
を
含

む
。
）

又
は
第

二
十

条
の
決

定
を
す

る
と
き

は
、
裁

判
長
が

、
あ
ら
か

じ
め
、

本
人
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に
対
し

、
罪
と

な
る
べ

き
事
実
並

び
に
刑

事
訴
訟

法
第
六

十
条

第
一
項

各
号
の

事
由
が

あ
る
旨

及
び
弁
護

人
を
選

任
す
る

こ
と

が
で

き
る
旨
を

告
げ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
少

年
又

は

保
護
者
が

選
任
し
た

弁
護
士

で
あ
る

付
添
人

が
あ
る

と
き

は

、
弁
護

人
を
選
任

す
る
こ

と
が
で
き

る
旨
は

告
げ
る

こ
と
を

要
し
な
い
。

２

前
項

の
規
定

に
よ
り

弁
護
人

を
選
任
す

る
こ
と

が
で
き

る
旨

（
新
設
）

を
告

げ
る

に
当

た
つ

て
は

、
本

人
は

弁

護
士
、
弁

護
士
法
人

又

は
弁

護
士

会
を

指
定

し

て
弁

護
人

の
選

任
を
申

し
出
る
こ

と
が

で
き
る
旨
及
び
そ
の
申
出
先
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項

の
裁
判

長
は
、
刑

事
訴
訟

法
第
三
十

七
条
の

二
第
一

２

前
項

の
裁
判

長
は
、
刑

事
訴
訟

法
第
三
十

七
条
の

二
第
一

項

項
に

規

定
す

る
事

件
に

つ
い

て

本
人

に
弁
護

人
を
選
任

す
る
こ

に

規

定
す

る
事

件
に

つ

い
て

本
人

に
弁
護
人

を
選
任

す
る
こ

と

と

が
で

き
る

旨
を

告
げ

る
際

に

、
本

人
に
対

し
、
貧

困
そ
の
他

が
で

き
る

旨
を

告
げ

る

際
に

、
本

人
に
対

し
、
貧

困
そ
の
他

の

の

事
由

に
よ

り

自
ら

弁
護

人
を

選
任

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

と

事
由

に

よ
り

自
ら

弁
護

人
を

選
任

す
る

こ
と
が
で

き
な
い

と
き

き

は
弁

護
人

の

選
任

を
請

求
す

る
こ

と
が
で

き
る
旨

を
告
げ

な

は
弁

護

人
の

選
任

を
請

求
す

る

こ
と
が

で
き
る

旨
を
告

げ
な
け

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、
同

法
第
二
百

七

れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に

お
い
て

は
、
同

法
第
二

百
七
条

条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

前
三
項
の

規
定
に

よ
り
告
知

及
び
教

示
を
す

る
場
合

に
は
、

３

前
二
項

の
規
定
に

よ
り
告

知
を
す

る
場
合

に
は
、

裁
判
所
書

裁
判
所
書
記
官
が
立
ち
会
い
、
調
書
を
作
成
す
る
。

記
官
が
立
ち
会
い
、
調
書
を
作
成
す
る
。


